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売 却 区 分 番 号 １８８‐１ 
 

見 積 価 額 \１，０６４，０００ 公 売 保 証 金 \１５０，０００ 

見積価額の内訳  車両一覧のとおり 

財 産 の 表 示 １ 小型貨物車両 1台、普通特種車両 3台 

各車両の詳細は、車両一覧のとおり 

登録事項証明書

の 表 示 
 車両一覧のとおり 

使 用 状 況 等 ・事故歴、修理歴は不明です。 

・年式相当の傷や劣化が見られます。 

・車両の状態については、職員の目視及び操作により確認しており、専門的な知識は

有しておりませんので、正確な内容を保証するものではありません。 

・荷室内にも傷やへこみが見られます。 

・エンジンがかからず自走できない車両があります。 

・車両一覧の「備考」欄のとおり確認していますが、引渡しまでに状況が変わる可能

性があります。 

・燃料の有無については、調査しておりません。 

・各車両の附属品等につきましては、附属品等一覧のとおりです。 

保 管 状 況 等  第三者の保管場所（福島県福島市近郊）にて管理・保管しています。 

特 記 事 項 ＜公売財産の概要＞ 

・見積価額は、精通者の意見を参考に決定しています。 

・附属装置の動作確認は行っておりません。 

・掲載画像は、デジタルカメラにより撮影しています。お使いの閲覧環境によっては

現物と色味が異なる場合があります。 
 
＜引渡条件＞ 

・車両は、買受代金納付時の現況有姿により引渡します。 

・引渡時に、バッテリーが上がっている可能性があります。 

・引渡しの場所は、上記保管場所になります。 

・上記保管場所から、令和６年６月３０日までに搬出してください。 

・令和６年７月以降に係る保管料は、買受人の負担となります。 

・引渡し及び権利移転に係る費用は、全て買受人の負担となります。 

・自動車税の未納がある場合、車検の際に買受人負担が発生することがあります。 
 
＜その他＞ 

・消費税法施行令第７０条の１２第５項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、仙

台国税局が適格請求書を交付します。 

そ の 他 事 項  公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 

留 意 事 項 ・公売財産に、財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関（国）は、

担保責任を負いません。 

・いかなる理由があっても、引渡した公売財産の返品及び苦情等は受け付けません。 

・公売財産は、国税徴収法第８９条第３項の規定に基づき一括換価の方法により公売

を行います。 
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